
関係省庁・団体・機関からの通知等（平成22年11月分）

行政・獣医事

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課長

野生のカモの糞から高病原性鳥インフルエンザウイルス
H5N1亜型（強毒タイプ）が分離された事例に伴う国内防疫
の再徹底について
（高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の強化について）

平成22 年 11 月 2 日付け
22 日 獣 発 第 217 号

）平成22年10月26日付け
22 消 安 第 6341 号（

消費・安全局
畜水産安全管理課
薬事安全企画班長

動物用医薬品イミドカルブ及びセフキノムの食品中残留基準
設定について

）食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品，添加
物等の規格基準の一部を改正する件について（

消費・安全局
畜水産安全管理課
薬事審査管理班長

トリロスタンを有効成分とする経口剤の指定医薬品及び要指
示医薬品への追加について

）動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定につ
いて（

平成22年11月12日付け
事  務  連  絡

）平成22 年 11 月 2 日付け
事  務  連  絡（

消費・安全局
動物衛生課長

韓国における高病原性鳥インフルエンザ（新たな弱毒タイプ）
の発生

）韓国における高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）の
発生について（

平成22年11月18日付け
22 日 獣 発 第 227 号

）平成22 年 11 月 5 日付け
22 動 検 第 6602 号（

環境省
自然環境局
野生生物課長

野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出につ
いて

）野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出に
ついて（

平成22 年 11 月 2 日付け
22 日 獣 発 第 218 号

）平成22 年 9 月 28 日付け
22環自野発第101026001号（

通 知 件 名

農林水産省
消費・安全局
畜水産安全管理課長

環境省
自然環境局
総務課長

愛がん動物用飼料の表示の基準の経過措置期間終了に伴う立
ち入り検査の実施等について

）愛がん動物用飼料の表示の基準の経過措置期間終了に伴う
立ち入り検査の実施等について（

平成22年11月26日付け
22 日 獣 発 第 229 号

）平成22年11月15日付け
22 消 安 第 6734 号
22環自野発第101026001号（

消費・安全局
動物衛生課長
総合食料局
食品産業振興課長
生産局畜産部
食肉鶏卵課長

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等につ
いて

）高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等に
ついて（

平成22年11月30日付け
22 日 獣 発 第 239 号

）平成22年11月30日付け
22 消 安 第 7170 号
22 総 合 第 1235 号
22 生 畜 第 1682 号（

厚生労働省
健康局結核感染症課

ニホンザルにおける血小板減少症の情報提供

）ニホンザルにおける血小板減少症の報告について（情報提
供）（

平成22年11月18日付け
事  務  連  絡

）平成22年11月11日付け
事  務  連  絡（

省庁・団体・機関 文書番号等

注：カッコ内は省庁・団体・機関からの通知の件名，文書番号等
※通知の内容は，日本獣医師会のホームページに掲載

平成22 年 11 月 2 日付け
事  務  連  絡

）平成22年10月29日付け
事  務  連  絡（


